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 このたび、ウクライナから避難された方々が、安心して埼玉県に滞在いただける

よう、「外国人総合相談センター埼玉」にウクライナ語、ロシア語で生活相談でき

る窓口を設置しました。 

 また、公益財団法人埼玉県国際交流協会でウクライナ語またはロシア語の通訳を

していただけるボランティアの募集も併せて行います。 

 

●「外国人総合相談センター埼玉」における相談対応について 

１ 相談内容 

住居や就労等生活に関する相談。入管制度、法律問題、福祉問題などの専門

相談にも対応。 

⇒ウクライナ語、ロシア語、英語、日本語など多言語で対応します。 

 ウクライナ語による相談については、予約が必要です。 

２ 相談方法 

電話、来所 

３ 相談窓口電話番号 

   048-833-3296 

４ 受付時間 

月曜日から金曜日  9：00から 16：00（祝日除く） 

  

埼玉県 県民生活部 国際課 
多文化共生・ＮＧＯ担当 安西・染谷 

直通 048-830-2714 
内線 2714 

E-mail: a2705-11@pref.saitama.lg.jp 

 (公財)埼玉県国際交流協会  
 廣瀬・福田 

直通 048-833-2992 
E-mail: jigyo@sia1.jp 

令和 4年 3月 15日 

(公財)埼玉県国際交流協会 

ウクライナ避難民支援のための相談窓口を設置しました 
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●ウクライナ語・ロシア語対応通訳ボランティア募集について 

１ 活動内容 

行政窓口や学校等での手続きなどへの同行及び通訳 

２ 応募先電話番号 

048-833-2992 

（公財）埼玉県国際交流協会 担当 廣瀬・福田 

３ その他 

詳細は、以下ホームページをご覧ください 

https://sia1.jp/residents/volunteer/ 
 

 

●問合せ先 
 相談窓口設置について  
  埼玉県県民生活部国際課 多文化共生・ＮＧＯ担当  安西・染谷 

  電話 048-830-2714  

   

 相談窓口運営及び通訳ボランティア募集について 

  （公財）埼玉県国際交流協会 担当 廣瀬・福田 

  電話 048-833-2992 

 


